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2024 年 4 月以降の社会保険のうち、健康保険･介護保険料率（協会けんぽ）が 3 月に改定となり、

4 月の給与支給時から適用となります。また労働保険のうち雇用保険料率は変更がありませんが、

労災保険料率は 4 月から一部の事業等で改定があります。 

詳細やご不明な点は弊所までお問い合わせください。社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング TEL：03-3526-4277 

担当：池田 

 

４月以降の社会保険料の改定について 

北海道 10.21%(↓) 埼玉県 9.78%(↓) 岐阜県 9.91%(↑) 鳥取県 9.68%(↓) 佐賀県 10.42%(↓) 

青森県 9.49%(↓) 千葉県 9.77%(↓) 静岡県 9.85%(↑) 島根県 9.92%(↓) 長崎県 10.17%(↓) 

岩手県 9.63%(↓) 東京都 9.98%(↓) 愛知県 10.02%(↑) 岡山県 10.02%(↓) 熊本県 10.30%(↓) 

宮城県 10.01%(↓) 神奈川県 10.02%(→) 三重県 9.94%(↑) 広島県 9.95%(↑) 大分県 10.25%(↑) 

秋田県 9.85%(↓) 新潟県 9.35%(↑) 滋賀県 9.89%(↑) 山口県 10.20%(↑) 宮崎県 9.85%(↑) 

山形県 9.84%(↓) 富山県 9.62%(↑) 京都府 10.13%(↑) 徳島県 10.19%(↓) 鹿児島県 10.13%(↓) 

福島県 9.59%(↑) 石川県 9.94%(↑) 大阪府 10.34%(↑) 香川県 10.33%(↑) 沖縄県 9.52%(↓) 

茨城県 9.66%(↓) 福井県 10.07%(↑) 兵庫県 10.18%(↑) 愛媛県 10.03%(↑) 

栃木県 9.79%(↓) 山梨県 9.94%(↑) 奈良県 10.22%(↑) 高知県 9.89%(↓) 

群馬県 9.81%(↑) 長野県 9.55%(↑) 和歌山県 10.00%(↑) 福岡県 10.35%(↓) 

 

※都道府県ごとの保険料額表はこちらをご覧ください。 

⇒ 2024 年（令和 6 年）3 月分からの協会けんぽ保険料額表 

※健康保険料率､介護保険料率は健康保険組合によって異なりますので、健康保険組合に加入している 

会社は各健康保険組合にご確認ください。 

◆労災保険料率 ⇒４月１日から適用されます！ 

 
2024 年（令和６年）度の労災保険料率は以下の通り、一部の事業等で変更がありました。事業の種類 

ごとの労災保険料表はこちらをご覧ください。⇒ 2024 年（令和 6 年）4 月 1 日からの 労災保険料率表  

なお、今年の概算・確定保険料申告の確定保険料は従前の保険料率となります。 

【変更のあった事業の種類】 

●表記は労使合計の保険料率です。 

３月分（４月徴収分）から適用になります。 

 

2024 年(令和 6年) 

◆令和 6年度の雇用保険料率の変更はありません。～令和５年度と同率です～ 

※なお、上記の表の他、「漁業」「鉱業」の事業の一部、労務費率、第 2 種特別加入の保険料率の一部も改定されますので、該当

する場合には、ご確認下さい。 

令和5年度 令和6年度 令和5年度 令和6年度

食料品製造業 6 5.5（↓） 電気機械器具製造業 2.5 3（↑）

木材又は木製品製造業 14 13（↓） その他の製造業 6.5 6（↓）

パルプ又は紙製造業 6.5 ７（↑） 水力発電所・ずい道等新設事業 62 34（↓）

陶磁器製品製造業 18 17（↓） 機械装置の組み立て又は据付けの事業 6.5 6（↓）

その他の窯業又は土石製品製造業 26 ２３（↓） 貨物取扱事業(港湾貨物・港湾荷役を除く） 9 8.5（↓）

金属材料品製造業（鋳物業を除く） 5.5 5（↓） 港湾荷役業 13 12（↓）

林業 林業 60 52（↓）

ビルメンテナンス業 5.5 6（↑）

めっき業 7 ６．５（↓） 船舶所有者の事業 47 42（↓）

製造業

金属製品製造業又は金属加工業（洋食器・

刃物等を除く）
10 ９（↓）

製造業

建設事業

運輸業

その他の事業

事業の種類
労災保険率（％）事業の種類

の分類
事業の種類

労災保険率（％） 事業の種類

の分類

◆健康保険・介護保険料率（協会けんぽ） ⇒４月徴収分から変更となります！ 

 

●介護保険料率 

●健康保険料率 

全国一律：１.６０％（↓） 

 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/content/contents/hisaisaretazigyounusinominasamahe.pdf

